
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 
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広
島
県
廿
日
市

市
陽
光
台
二
丁

目
五
番
地
二
一 

こ
の
法
人
は
、
自
動
車
産
業
の

総
合
的
な
発
達
に
関
す
る
事

業
、
自
動
車
用
機
械
・
器
具
及

び
工
具
の
精
度
の
保
持
、
品
質

の
向
上
並
び
に
公
正
な
流
通
の

促
進
を
図
る
こ
と
に
よ
り
自
動

車
の
安
全
確
保
及
び
環
境
保
全

に
貢
献
し
、
も
っ
て
わ
が
国
の

産
業
経
済
の
発
展
と
国
民
生
活

の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
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二
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四
月
二
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